
平成 25年 11月 11日 

 

会員 各位 

 

福島県最低賃金総合相談支援センター 

                            推進委員長 宍戸 宏行 

 

業務改善助成金の関与先企業への案内 

 

 謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 当県会の活動には日頃よりご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、当県会が福島労働局より受託しております福島県最低賃金総合相談支援センタ―事業のうち業務

改善助成金については期初に予算枠が一杯となり積極的な広報は控えておりましたが、年度途中に予算が

増額され残り 19 件(助成額限度 100 万円として)ほど申請可能となっております。 

この助成金には事業場内最低賃金引上げに伴うコンサルタント経費、引上げに伴う就業規則の作成・改定

の手数料が対象経費として含まれます。 

ただし、今年度中の助成金受給には以下のようなきつい日程となります。 

・助成金の交付申請                      ～12/末 

交付申請と同時に相見積りを行う 

交付決定後に設備投資等の契約をする。 

・パート含む時給 800 円未満の労働者の賃金 40 円引上げ    ～1 月(2 月の賃金台帳) 

・設備投資等業務改善施策の完了と支払い、実績の労働局報告  ～2 月末 

 ・助成金の支払い                      ～3 月 

つきましては同封パンフレット「業務改善助成金の手引き」をご利用下さい。 

また、本事業は来年度も継続される見込みであり今年度中の申請・受給が難しい場合でも来年度の申請

が可能であることを併せご説明ください。 

 なお、申請手続き等詳しい説明が必要な場合は当センターより専門家を派遣しますのでご利用下さい。 

  

 

謹白 

  

 

 

 

 

 

 


























